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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリとスタータモータとの間に、抵抗体とバイパスリレーとが並列接続された突入
電流抑制回路が介装され、エンジン始動時に前記バイパスリレーの常開接点を閉じるエン
ジン始動装置において、
　前記スタータモータ作動中の前記バッテリの最小電圧と、前記常開接点を閉じ方向に動
作させたときの前記バッテリの電圧降下量とに基づいて、前記突入電流抑制回路の故障発
生箇所を判別する故障判別手段を備えたことを特徴とするエンジン始動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のエンジン始動装置において、
　前記故障判別手段は、あらかじめ記憶したエンジン始動時の正常なバッテリ電圧波形と
の比較により故障発生箇所を判別することを特徴とするエンジン始動装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のエンジン始動装置において、
　前記故障判別手段は、前記最小電圧が所定電圧よりも大きく、かつ、前記電圧降下量が
所定電圧降下量以下である場合、前記バイパスリレーの開固着と判別することを特徴とす
るエンジン始動装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のエンジン始動装置において、
　前記故障判別手段は、前記最小電圧が所定電圧以下であり、かつ、前記電圧降下量が所
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定電圧降下量以下である場合、前記バイパスリレーの閉固着と判別することを特徴とする
エンジン始動装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載のエンジン始動装置において、
　前記故障判別手段は、前記最小電圧が所定電圧以下であり、かつ、前記電圧降下量が前
記所定電圧降下量よりも大きい場合、前記抵抗体の断線と判別することを特徴とするエン
ジン始動装置。
【請求項６】
　惰性走行時または車両停止時に所定のエンジン停止条件が成立するとエンジンを自動停
止させ、その後、所定のエンジン再始動条件が成立するとエンジンを再始動させるエンジ
ン自動停止再始動制御装置において、
　前記エンジンを再始動させるエンジン始動装置として、請求項１ないし請求項５のいず
れか１項に記載のエンジン始動装置を用い、
　前記故障判別手段により故障発生箇所が判別された場合、前記エンジンの自動停止およ
び再始動を禁止すると共にドライバに警告を行う自動停止再始動禁止手段を備えたことを
特徴とするエンジン自動停止再始動制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のエンジン自動停止再始動制御装置において、
　前記故障判別手段により判別された故障箇所の情報を記憶する故障情報記憶手段を設け
、
　前記自動停止再始動禁止手段は、故障箇所の修理後、前記故障箇所の情報が消去される
までの間、前記エンジンの自動停止および再始動の禁止と、ドライバへの警告とを継続す
ることを特徴とするエンジン自動停止再始動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン始動装置およびエンジンの自動停止再始動制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、バッテリとスタータモータとの間に抵抗体とバイパスリレーとが並列
接続された突入電流抑制回路が介装され、エンジン始動から所定時間経過後にバイパスリ
レーの常開接点を閉じることで、エンジン始動時におけるバッテリの電圧降下を抑制する
エンジン始動装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５７３６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記エンジン始動装置において、突入電流抑制回路の故障発生箇所を判別して欲しいと
のニーズがあった。
  本発明の目的は、突入電流抑制回路の故障発生箇所を判別できるエンジン始動装置およ
びエンジンの自動停止再始動制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明では、エンジン始動時、スタータモータ作動中のバッテリの最小電圧と、バイパ
スリレーの常開接点を閉じる方向に動作させたときのバッテリの電圧降下量に基づいて、
突入電流抑制回路の故障発生箇所を判別する。
【発明の効果】
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【０００６】
　バイパスリレーの常開接点の固着および抵抗体の断線は、スタータモータ作動中のバッ
テリの最小電圧とバイパスリレーの常開接点を閉じる方向に動作させたときのバッテリの
電圧降下量に影響を及ぼすため、前記最小電圧および電圧降下量を見ることで、突入電流
抑制回路の故障発生箇所を判別できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１の車両の駆動系を示すシステム図である。
【図２】実施例１のエンジン始動装置の回路構成図である。
【図３】実施例１の突入電流抑制回路25による突入電流抑制作用を示すタイムチャートで
ある。
【図４】実施例１の故障判別部29により実行されるバイパスリレー故障診断処理の流れを
示すフローチャートである。
【図５】実施例１の各故障パターンにおける電源電圧波形を示すタイムチャートである。
【図６】実施例１の正常時および故障時における故障モード、バイパスリレー状態および
電圧波形の一覧を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明のエンジン始動装置およびエンジンの自動停止再始動制御装置を実施する
ための形態を、図面に示す実施例に基づいて説明する。
【０００９】
　〔実施例１〕
  まず、実施例１の構成を説明する。
  図１は、実施例１の車両の駆動系を示すシステム図である。エンジン1から入力された
回転駆動力は、トルクコンバータ2を介してベルト式無段変速機3に入力され、所望の変速
比によって変速された後、駆動輪4に伝達される。
  エンジン1は、エンジン始動を行う始動装置1aを有する。具体的には、スタータモータ
が備えられ、エンジン始動指令に基づいてエンジンクランキングを行うと共に、燃料を噴
射し、エンジン1が自立回転可能になると、スタータモータを停止する。
【００１０】
　エンジン1の出力側には、停車速域でトルク増幅を行うと共に、所定車速（例えば、14k
m/h程度）以上では、相対回転を禁止するロックアップクラッチを有するトルクコンバー
タ2が設けられている。トルクコンバータ2の出力側にはベルト式無段変速機3が接続され
ている。
  ベルト式無段変速機3は、発進クラッチと、プライマリプーリおよびセカンダリプーリ
と、これら両プーリに掛け渡されたベルトとから構成され、プーリ溝幅を油圧制御によっ
て変更することで所望の変速比を達成する。また、ベルト式無段変速機3内には、エンジ
ン1によって駆動されるオイルポンプが設けられ、エンジン作動時には、オイルポンプを
油圧源としてトルクコンバータ2のコンバータ圧やロックアップクラッチ圧を供給し、ま
た、ベルト式無段変速機3のプーリ圧やクラッチ締結圧を供給する。
  さらに、ベルト式無段変速機3には電動オイルポンプ3aが設けられており、エンジン自
動停止によってオイルポンプによる油圧供給ができない場合には、電動オイルポンプ3aが
作動し、必要な油圧を各アクチュエータに供給可能に構成されている。よって、エンジン
停止時であっても、所望の変速比を達成し、また、クラッチ締結圧を維持することができ
る。
【００１１】
　エンジン1は、エンジンコントロールユニット10によって作動状態が制御される。エン
ジンコントロールユニット10には、ドライバのブレーキペダル操作によりON信号を出力す
るブレーキスイッチ11からのブレーキ信号、ドライバのアクセルペダル操作量を検出する
アクセル開度センサ12からのアクセル信号、ブレーキペダル操作量に基づいて生じるマス



(4) JP 5880098 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

タシリンダ圧を検出するマスタシリンダ圧センサ13からのブレーキ操作量信号（マスタシ
リンダ圧）、各輪に備えられた車輪速センサ14からの車輪速信号、後述するCVTコントロ
ールユニット20からのCVT状態信号、エンジン水温、クランク角やエンジン回転数等の信
号を入力する。エンジンコントロールユニット10は、上記各種信号に基づいてエンジン1
の始動もしくは自動停止を実施する。なお、マスタシリンダ圧センサ13に代えてブレーキ
ペダルストローク量やブレーキペダル踏力を検出する踏力センサ、もしくはホイルシリン
ダ圧を検出するセンサ等の用い、これによりブレーキペダル操作量を検出することでドラ
イバの制動意思を検出してもよい。
【００１２】
　CVTコントロールユニット20は、エンジンコントロールユニット10との間でエンジン作
動状態とCVT状態の信号を送受信し、これら信号に基づいてベルト式無段変速機3の変速比
等を制御する。具体的には、走行レンジが選択されているときには、発進クラッチの締結
を行うと共に、アクセルペダル開度と車速とに基づいて変速比マップから変速比を決定し
、各プーリ油圧を制御する。また、車速が所定車速未満のときは、ロックアップクラッチ
を開放し、所定車速以上のときはロックアップクラッチを締結し、エンジン1とベルト式
無段変速機3とを直結状態とする。さらに、走行レンジ選択中におけるエンジン自動停止
時には、電動オイルポンプ3aを作動させ、必要な油圧を確保する。
【００１３】
　［エンジン自動停止再始動制御］
  次に、エンジンコントロールユニット10におけるエンジン自動停止再始動制御について
説明する。実施例１では、車両停止時に、所定の条件が成立したときは、エンジンアイド
リングを停止する、いわゆるアイドリングストップ制御を行う。加えて、車両走行中であ
っても、減速中であり、このまま車両停止してアイドリングストップ制御に移行する可能
性が高いと判断したときは、エンジン１を停止するコーストストップ制御を行う。
【００１４】
　通常のコーストストップ制御を行わないアイドリングストップ車両にあっては、ドライ
バがアクセルペダルを操作することなく惰性走行している、いわゆるコースト走行状態（
ブレーキペダル操作をしている状態を含む）のときには、燃料噴射を停止し、駆動輪4か
ら伝達されるコーストトルクによってロックアップクラッチを介してエンジン回転数を維
持している。しかし、所定車速まで減速すると、ロックアップクラッチは解放されるため
、燃料噴射しなければエンジン1は停止してしまう。そこで、ロップアップクラッチが解
放されるタイミングで燃料噴射を再開し、エンジン自立回転を維持している。その後、車
両が完全に停止し、ブレーキペダルが十分に踏み込まれているといった各種条件が成立し
ているか否かを判定した後、エンジンアイドリングを停止する。
【００１５】
　ここで、燃料噴射を停止していた走行状態から、一旦燃料噴射を再開し、再度エンジン
停止を行う過程において、燃料噴射再開時の燃料をさらに抑制することができれば、燃費
を改善することが可能となる。そこで、所定の条件が成立したコースト走行時には、燃料
噴射の再開を行うことなく、エンジンを停止したまま（燃料噴射を行わない）とするコー
ストストップ制御を実施し、車両停止後は通常のアイドリングストップ制御にそのまま移
行することとした。
【００１６】
　コーストストップ制御の開始条件（エンジン停止条件）は、以下の3条件をすべて満た
している場合であり、エンジン再始動条件は、3条件のうちいずれか1つが不成立の場合と
する。
  1.ブレーキスイッチ11がON
  2.アクセルペダル操作量がゼロ
  3.走行レンジが選択されている
  4.車速が基準車速（ロックアップクラッチを解放する車速）以下
  また、アイドリングストップ制御の開始条件（エンジン停止条件）は、以下の4条件が
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すべて成立している場合とし、エンジン再始動条件は、4条件のうちいずれか1つが不成立
の場合とする。
  1.ブレーキスイッチ11がON
  2.アクセルペダル操作量がゼロ
  3.走行レンジが選択されている
  4.車速ゼロが所定時間継続
【００１７】
　［エンジン始動装置］
  図２は、実施例１のエンジン始動装置の回路構成図である。
  スタータモータ21の出力軸は、図外のベルトを介してエンジン1に接続されている。バ
ッテリ22は、スタータモータ21に直流電流を供給する。バッテリ22とスタータモータ21と
の間には、抵抗体23とバイパスリレー24とが並列接続された突入電流抑制回路25が介装さ
れている。抵抗体23は、スタータモータ21の起動時にスタータモータ21へ流れ込む電流を
所定値以下に抑えるためのものである。バイパスリレー24は、常開接点（a接点）26を有
し、駆動用リレー27からの電流供給により動作する（接点を閉じる）。駆動用リレー27は
、イグニッションキースイッチ（不図示）がエンジン始動位置STに設定されると、所定時
間経過後にバイパスリレー24の常開接点26を閉じる方向に動作させる。所定時間は、例え
ば、エンジン1が最初の上死点を乗り越したと推定される時間とする。
【００１８】
　バッテリ22とスタータモータ21との間であって、抵抗体23および突入電流抑制回路25よ
りもスタータモータ21側の位置には、エンジンコントロールユニット10によりON/OFFされ
るコイルリレー28が設けられている。エンジンコントロールユニット10は、イグニッショ
ンキースイッチがエンジン始動位置STに設定されたとき、およびアイドリングストップ制
御およびコーストストップ制御を実行中、エンジン1の再始動要求がなされたとき、エン
ジン回転数が設定値（例えば、クランキング回転数）に達するまでの間、コイルリレー28
をONし、バッテリ22からスタータモータ21へ電力を供給してスタータモータ21を駆動する
。
【００１９】
　図３は、実施例１の突入電流抑制回路25による突入電流抑制作用を示すタイムチャート
である。
  時点t1では、スタータモータ21への通電が開始される。
  上記エンジン始動装置では、スタータモータ21への通電開始から所定時間経過するまで
の間、バイパスリレー24がOFFであり、突入電流抑制回路25はON状態である。したがって
、スタータモータ21の起動電流は、抵抗体23を通ってスタータモータ21に供給される。こ
れにより、スタータモータ21の起動時、バイパスリレー24が無い場合と比較してバッテリ
22の電圧降下を抑制できるため、車両に搭載された電装品等への影響を低減できる。
  また、時点t2では、スタータモータ21への通電開始から所定時間が経過、または最初の
上死点を乗り越したため、バイパスリレー24をOFFからONに切り替えることで突入電流抑
制回路25はOFF状態となり、抵抗体23が短絡されるため、従来のエンジン始動装置と同様
、良好にクランキング状態へと移行できる。
【００２０】
　［バイパスリレー故障診断処理］
  エンジンコントロールユニット10は、スタータモータ作動中のバッテリ22の最小電圧と
、常開接点26を閉じる方向に動作させたときのバッテリ22の電圧降下量とに基づいて、突
入電流抑制回路25の故障発生箇所を判別する故障判別部（故障判別手段）29を備える。
  以下、図４のフローチャートを用いて故障判別部29で実行されるバイパスリレー故障診
断処理の流れを説明する。
  ステップS1では、再始動スタータ駆動信号がOFFからONへ切り替わったか否かを判定し
、YESの場合はステップS2へ進み、NOの場合はステップS3へ進む。
  ステップS2では、バッテリ電圧初期化処理として、「バッテリ電圧最小値A」、「バッ
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テリ電圧記憶値B」、「バッテリ電圧最小値C」を初期化（最大値処理）する。ここで、バ
ッテリ電圧最小値Aは、再始動スタータ駆動信号がOFFからONへ切り替わってから再びOFF
へ切り替わるまでの間に検出されたバッテリ電圧値の最小値、バッテリ電圧記憶値Bは、
バイパスリレー駆動信号がOFFからONへ切り替わった直後のバッテリ電圧値、バッテリ電
圧最小値Cは、バイパスリレー駆動信号がOFFからONへ切り替わってから再びOFFへ切り替
わるまでの間に検出されたバッテリ電圧値の最小値である。
【００２１】
　ステップS3では、再始動スタータ駆動信号がON中であるか否かを判定し、YESの場合は
ステップS4へ進み、NOの場合はステップS10へ進む。
  ステップS4では、バッテリ電圧値を読み込む。
  ステップS5では、ステップS4で読み込んだバッテリ電圧値が格納されたバッテリ電圧最
小値Aよりも低い場合、バッテリ電圧値をバッテリ電圧最小値Aとして更新する。
  ステップS6では、バイパスリレー駆動信号がONからOFFへ切り替わったか否かを判定し
、YESの場合はステップS7へ進み、NOの場合はステップS8へ進む。
  ステップS7では、ステップS4で読み込んだバッテリ電圧値をバッテリ電圧記憶値Bに格
納する。
  ステップS8では、バイパスリレー駆動信号がONからOFFへ切り替わってから所定時間以
内であるか否かを判定し、YESの場合はステップS9へ進み、NOの場合はリターンへ進む。
【００２２】
　ステップS9では、ステップS4で読み込んだバッテリ電圧値が格納されたバッテリ電圧最
小値Cよりも低い場合、バッテリ電圧値をバッテリ電圧最小値Cとして更新する。
  ステップS10では、再始動スタータ駆動信号がONからOFFへ切り替わったか否かを判定し
、YESの場合はステップS11へ進み、NOの場合はリターンへ進む。
  ステップS11では、バイパスリレー故障判定処理を行い、故障発生箇所を判別する。こ
こでは、バッテリ電圧最小値Aが所定値A0以下であるか否か、およびバッテリ電圧記憶値B
からバッテリ電圧最小値Cを減算した値が所定値B0以下であるか否かを判定し、２つの判
定結果の組み合わせから故障パターンを判別する。故障パターンとその判別方法について
は後述する。ここで、所定値A0は、正常時におけるバッテリ電圧波形のスタータモータ作
動中のバッテリ22の最小電圧である。また、所定値B0は、正常時におけるバッテリ電圧波
形の常開接点26を閉じる方向に動作させたときのバッテリ22の電圧降下量である。これら
は、あらかじめ実験等により求めることができる。
  故障判別部29は、上記処理で故障と判定された場合、アイドリングストップシステム、
コーストストップシステムの作動を停止すると共に、ドライバに警告を行う自動停止再始
動禁止部（自動停止再始動禁止手段）30と、故障箇所の情報を記憶する故障情報記憶部（
故障情報記憶手段）31と、を備える。自動停止再始動禁止部30は、一度故障を判定した後
は、始動装置を修理後、作業者の手によって故障情報記憶部31から故障情報が消去される
までの間、アイドリングストップ、コーストストップシステムの作動停止およびドライバ
への警告を継続する。
【００２３】
　次に、故障パターンとその判別方法について説明する。
  （故障パターンA）
  バイパスリレー24がOFF固着（開固着）すると、エンジン始動中、常に抵抗体23へ電流
が流れる状態となってしまうため、例えば、冷間始動時のようにエンジンフリクションが
大きくエンジン1の始動性が悪い状況下ではエンジン始動時間が長くなり、抵抗体23に長
時間大電流が流れ、抵抗体23が焼き切れてしまうおそれがある。故障パターンAのときの
電源電圧波形は、図５(a)に示すように、時点t1で突入電流抑制回路25をOFFからONに切り
替えたときの電圧降下がなくなるという特徴を持つ。
  したがって、ステップS11において、A＞A0、かつ、B-C≦B0の場合には、故障パターンA
であると判別できる。
【００２４】
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　（故障パターンB）
  バイパスリレー24がON固着（閉固着）すると、抵抗体23が機能しなくなるため、エンジ
ン始動時のバッテリ電圧降下を抑制できず、エンジン始動時に電装品の電源が落ちてしま
うようになる。故障パターンBのときの電源電圧波形は、図５(b)に示すように、スタータ
駆動時の電圧降下が正常時に比べ大きいという特徴を持つ。
  したがって、ステップS11において、A≦A0、かつ、B-C≦B0の場合には、故障パターンB
であると判別できる。
【００２５】
　（故障パターンC）
  バイパスリレー24の抵抗体23が断線すると、突入電流抑制回路25をOFFからONに切り替
えるまでスタータは起動できず、突入電流抑制回路25をONしたときに、バイパスリレー24
のON固着（故障パターンB）と同様に、エンジン始動時のバッテリ電圧降下を抑制できず
、エンジン始動時に電装品の電源が落ちてしまうようになる。故障パターンCのときの電
源電圧波形は、図５(c)に示すように、突入電流抑制回路25のOFFからONへの切り替え時ま
で電圧降下が無く、かつ、切り替え時の電圧降下が正常時に比べ大きいという特徴を持つ
。
  したがって、ステップS11において、A≦A0、かつ、B-C＞B0の場合の場合には、故障パ
ターンCであると判別できる。
  図６に、正常時および故障時における故障モード、バイパスリレー状態および電圧波形
の一覧を示す。
【００２６】
　次に、実施例１の作用効果を説明する。
  (1) バッテリ22とスタータモータ21との間に、抵抗体23とバイパスリレー24とが並列接
続された突入電流抑制回路25が介装され、エンジン始動時にバイパスリレー24の常開接点
26を閉じるエンジン始動装置において、スタータモータ作動中のバッテリ22の最小電圧（
バッテリ電圧最小値A）と、常開接点26を閉じる方向に動作させたときのバッテリ22の電
圧降下量（バッテリ電圧記憶値B－バッテリ電圧最小値C）とに基づいて、故障パターンを
判別する故障判別部29を備えた。
  バイパスリレー24の常開接点26の固着および抵抗体23の断線は、スタータモータ作動中
のバッテリ22の最小電圧とバイパスリレー24の常開接点26を閉じる方向に動作させたとき
のバッテリ22の電圧降下量に影響を及ぼすため、これら最小電圧および電圧降下量を見る
ことで、突入電流抑制回路25の故障発生箇所を判別できる。
【００２７】
　(2) 故障判別部29は、あらかじめ記憶したエンジン始動時の正常なバッテリ電圧波形と
の比較により故障発生箇所を判別する。
  つまり、バッテリ電圧最小値Aと所定値A0との比較と、バッテリ電圧記憶値Bからバッテ
リ電圧最小値Cを減算した値（電圧降下量）と所定値B0との比較と、に基づいて故障パタ
ーンを判別することで、診断用回路などを追加することなく、故障発生箇所を判別できる
。
【００２８】
　(3) 故障判別部29は、A＞A0、かつ、B-C≦B0である場合、バイパスリレー24の開固着と
判別する。
  バイパスリレー24の開固着時には、常開接点26を閉じる方向に動作させたときのバッテ
リ22の電圧降下量が小さくなることから、この判定方法を用いることで、エンジンコント
ロールユニット10、駆動用リレー27、バイパスリレー24の短絡や断線に起因するバイパス
リレー24の開固着を精度良く判別できる。
【００２９】
　(4) 故障判別部29は、A≦A0、かつ、B-C≦B0である場合、バイパスリレー24の閉固着と
判別する。
  バイパスリレー24の閉固着時には、エンジン始動時の電圧降下が大きくなり、常開接点
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26を閉じる方向に動作させたときのバッテリ22の電圧降下量が小さくなることから、この
判定方法を用いることで、エンジンコントロールユニット10、駆動用リレー27、バイパス
リレー24の短絡や断線に起因するバイパスリレー24の閉固着を精度良く判別できる。
【００３０】
　(5) 故障判別部29は、A≦A0、かつ、B-C＞B0である場合、抵抗体23の断線と判別する。
  抵抗体23の断線時には、エンジン始動時の電圧効果が大きくなることから、この判定方
法を用いることで、抵抗体23の断線を精度良く判別できる。
【００３１】
　(6) 惰性走行時または車両停止時に所定のエンジン停止条件が成立するとエンジン1を
自動停止させ、その後、所定のエンジン再始動条件が成立するとエンジンを再始動させる
エンジン自動停止再始動制御装置において、故障判別部29により故障発生箇所が判別され
た場合、エンジン1の自動停止および再始動を禁止すると共にドライバに警告を行う自動
停止再始動禁止部30を備えた。
  よって、エンジン始動装置の故障時において、アイドリングストップシステムやコース
トストップシステムの作動に伴う回路遮断や電装品の電源落ちを回避できる。また、ドラ
イバに対して修理を促すことができる。
【００３２】
　(7) 故障判別部29により判別された故障箇所の情報を記憶する故障情報記憶部31を設け
、自動停止再始動禁止部30は、故障箇所の修理後、故障箇所の情報が消去されるまでの間
、エンジン1の自動停止および再始動の禁止と、ドライバへの警告とを継続する。
  よって、故障箇所が確実に修理されるまでの間、アイドリングストップシステムやコー
ストストップシステムの作動に伴う回路遮断や電装品の電源落ちを確実に回避できる。ま
た、故障箇所が修理されるまでの間、ドライバに対して早期の修理を促すことができる。
【００３３】
　（他の実施例）
  以上、本発明を実施するための形態を、実施例に基づいて説明したが、実施例に限らず
、他の構成であっても本発明に含まれる。
  例えば、常開接点26を閉じる方向に動作させたときのバッテリ22の電圧降下量(B-C)と
正常時の電圧降下量(B0)との比較に代えて、スタータモータ作動中の電圧変化量を常時モ
ニタし、電圧降下がない場合に故障パターンAまたは故障パターンBであると判定してもよ
い。
  また、実施例では、バッテリ電圧を直接検出する例を示したが、バッテリの電圧と電流
は相関があるため、バッテリ電流に基づいて故障パターンを判別してもよい。
【符号の説明】
【００３４】
1　エンジン
1a　始動装置
2　トルクコンバータ
3　ベルト式無段変速機
3a　電動オイルポンプ
4　駆動輪
10　エンジンコントロールユニット
11　ブレーキスイッチ
12　アクセル開度センサ
13　マスタシリンダ圧センサ
14　車輪速センサ
20　CVTコントロールユニット
21　スタータモータ
22　バッテリ
23　抵抗体
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24　バイパスリレー
25　突入電流抑制回路
26　常開接点
27　駆動用リレー
28　コイルリレー
29　故障判別部（故障判別手段）
30　自動停止再始動禁止部（自動停止再始動禁止部）
31　故障情報記憶部（故障情報記憶手段）

【図１】 【図２】
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